
○富士市市街化調整区域地区計画運用基準

令和元年９月９日

（目的）

第１条 この運用基準は、市街化調整区域が市街化を抑制すべき区域であることを前提と

して、市街化調整区域における地区計画制度を適正に運用するために必要な事項を定め

ることにより、既存集落地等の維持及び本市の産業振興等に資する秩序ある土地利用を

図るとともに、市民と行政との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

（定義）

第２条 この運用基準において使用する用語は、都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）において使用する用語の例による。

（適用範囲）

第３条 この運用基準は、市街化調整区域において定める地区計画（以下「地区計画」と

いう。）について適用する。

（基本方針）

第４条 市街化調整区域における地区計画制度は、次の各号に掲げる適用の原則に基づ

き、活用を図るものとする。

⑴ 市街化抑制の原則 

ア 市街化を抑制すべき市街化調整区域の趣旨を逸脱しない範囲で活用すること。

イ 一建築物の建築又は一敷地の開発を可能とするための便宜的手法として活用しな

いこと。

⑵ 住民等主体の原則

ア 地区計画の素案は、区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件

を備えた地上権若しくは賃借権（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが

明らかなものを除く。）を有する者（以下「土地所有者等」という。）の合意形成

の下に作成すること。

イ 地区計画の素案の作成及びこれに伴い必要となる協議等は、複数の土地所有者等

を構成員とする地元組織等が主体となって行うこと。

⑶ 都市づくりの主体の原則

地区施設は、土地所有者等、地区計画の実現を図る主体が整備すること。

（地区計画の類型）

第５条 地区計画は、次に掲げる類型のいずれかに適合するように定めるものとする。



⑴ 産業地開発型 既に工業団地が形成されている地区又は区域拡大などの開発計画が

予定される地区において、工場及び流通業務施設等の立地に特化した土地利用によ

り、良好な操業環境の維持・創出を図ることを目的とする地区計画。

⑵ 既存集落環境保全型 既存集落地が形成されているが、地域住民のコミュニティと

日常生活の利便性の確保が必要な地区において、住宅及び日用品販売店舗等の立地に

特化した土地利用により、居住環境の保全、向上を図ることを目的とする地区計画。

⑶ ＩＣ周辺土地利用誘導型 高速道路インターチェンジ周辺における高い開発需要が

ある地区において、基盤整備状況に応じた土地利用により、秩序ある街区環境の形成

を図ることを目的とする地区計画。

⑷ 住宅団地環境保全型 計画的に開発、整備された既存住宅団地において、低層住宅

及び小規模な日用品販売店舗等の立地に特化した土地利用により、良好な居住環境の

保全又は改善を図ることを目的とする地区計画。

（適用区域の制限）

第６条 地区計画の区域には、次に掲げる土地の区域を含まないものとする。

⑴ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２項第１号

に規定する農用地区域

⑵ 農地法（昭和２７年法律第２２９号）による農地転用が許可されないと見込まれる

農用地

⑶ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）に規定する保安林、保安施設地区、保安林予

定森林又は保安施設地区予定地

⑷ 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第２２条第１項に規定する自然環境保

全地域 

⑸ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第１項の規定による国立公園内

の特別地域 

⑹ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法

律第５７号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域又は第７条第１項に規定

する土砂災害警戒区域 

⑺ 建築基準法第３９条第１項に規定する災害危険区域 

⑻ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定する地すべり防

止区域 

⑼ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条



第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

⑽ 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する砂防指定地 

⑾ 静岡県が公表する土石流危険区域 

⑿ 静岡県が設定する山地災害危険地区 

⒀ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２９条第１項に規定する特別保護地区 

⒁ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条第１項に規定する重要文化財

若しくは同法第７８条第１項に規定する重要有形民族文化財として指定された建造物

又は同法第１０９条第１項に規定する史跡名勝天然記念物の保存に支障を及ぼす区域 

⒂ 静岡県文化財保護条例（昭和３６年静岡県条例第２３号）第４条第１項に規定する

静岡県指定有形文化財又は同条例第２４条第１項に規定する静岡県指定有形民族文化

財の保存に支障を及ぼす区域 

⒃ 富士市文化財保護条例（平成２０年富士市条例第８１号）第４条第１項に規定する

富士市指定有形文化財又は同条例第２４条第１項に規定する富士市指定有形民族文化

財の保存に支障を及ぼす区域 

⒄ その他市長が必要と認める土地の区域 

（区域の設定基準）

第７条 地区計画の区域の設定に当たっては、次の各号に掲げる類型に応じ、当該各号に

掲げる基準に適合しなければならない。

⑴ 産業地開発型 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

ア 区域面積が５ヘクタール以上の区域

イ 既に工業団地の整備がなされた区域又は道路、公園等を地区整備計画に位置付け

る新たな工業団地の整備を予定している区域

ウ 富士・愛鷹山麓地域環境管理計画区域内の場合、重度開発面積が同計画に定める

各土地利用事業の利用可能面積の範囲内であること。

⑵ 既存集落環境保全型 次のア及びイに掲げる事項に該当し、かつ、ウ又はエのいず

れかに該当すること。

ア 区域面積が０．５ヘクタール以上の区域

イ 富士・愛鷹山麓地域環境管理計画区域内の場合、重度開発面積が同計画に定める

各土地利用事業の利用可能面積の範囲内であること。

ウ 国・県道又は１２時間当たりの交通量が４，０００台以上の市道の端から５０メ



ートル以内の区域のうち、街区面積に占める宅地面積の割合が４０パーセントを超

える街区が連続する区域

エ ウの区域に接し、地区整備計画に位置付けのある道路幅員６メートル以上の道路

に接道できる区域

 ⑶ ＩＣ周辺土地利用誘導型 次のア及びイに掲げる事項に該当し、かつ、ウからオま

でのいずれかに該当すること。

  ア 区域面積は、許容する用途が工業系の場合５ヘクタール以上、住宅系の場合

０．５ヘクタール以上の区域

  イ インターチェンジから概ね１キロメートル以内の区域

  ウ 東名富士インターチェンジ北地域の土地利用方針区域

  エ 許容する用途が工業系の場合、１２時間当たりの交通量が４，０００台以上の市

道に接道する街区の区域

  オ 許容する用途が住宅系の場合、１２時間当たりの交通量が４，０００台以上の市

道の端から５０メートル以内の区域又は地区整備計画に位置付けのある道路幅員６

メートル以上の道路に接道できる街区の区域のうち、街区面積に占める宅地面積の

割合が４０パーセントを超える区域

⑷ 住宅団地環境保全型 次のア及びイに掲げる事項に該当し、かつ、ウからカまでの

いずれかに該当すること。 

ア 区域面積が０．５ヘクタール以上の区域 

イ 富士・愛鷹山麓地域環境管理計画区域内の場合、重度開発面積が同計画に定める

各土地利用事業の利用可能面積の範囲内であること。

ウ 旧住宅地造成事業に関する法律（昭和３９年法律第１６０号）により開発された

住宅団地の区域 

エ 静岡県土地利用対策委員会の承認を受け、造成された住宅団地の区域

オ 線引き前に既に造成を行っていた住宅団地の区域

カ ウからオまでのいずれかの区域と同じ小学校区内にある県道の端から５０メート

ル以内の区域のうち、街区面積に占める宅地面積の割合が４０パーセントを超える

区域

（地区計画の内容）

第８条 地区計画については、都市計画法第１２条の５第２項の規定により、名称、位

置、区域、区域の面積、地区計画の目標、区域の整備、開発及び保全の方針（以下「地



区計画の方針」という。）並びに地区整備計画を都市計画に定めるものとする。

（地区計画の方針）

第９条 地区計画の方針は、当該地区のまちづくりの基本的方向を示す指針として、次に

掲げる事項について定めるものとする。

⑴ 地区計画の目標 

⑵ 区域の整備、開発及び保全の方針 

ア 土地利用の方針

イ 地区施設の整備方針

ウ 建築物等の整備方針

エ その他当該地区の特性に応じた方針

（地区整備計画）

第１０条 地区整備計画は、次に掲げる事項のうち、地区計画の目的を達成するため必要

な事項を定めるものとする。

 ⑴ 地区施設に関する事項

  ア 道路の配置及び規模

  イ 公園、緑地、広場（以下「公園等」という。）の配置及び規模

  ウ その他の公共空地の配置及び規模

 ⑵ 建築物等に関する事項

  ア 建築物等の用途の制限

  イ 建築物の容積率の最高限度

  ウ 建築物の建蔽率の最高限度

  エ 建築物の敷地面積の最低限度

  オ 壁面の位置の制限

  カ 建築物等の高さの最高限度

  キ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

  ク かき又はさくの構造の制限

  ケ 緑化率の最低限度

 ⑶ 土地の利用に関する事項

現に存する樹林地、草地等で良好な環境を確保するため必要なものの保全に関する

事項

（地区施設の配置及び規模を定める基準）



第１１条 地区施設の配置及び規模については、次に掲げる地区計画の類型に応じ、当該

各号に定める基準により定めるものとし、地区施設の整備に係る費用は、原因者の負担

とする。

⑴ 産業地開発型

ア 道路 既存の道路又は通路の拡幅によることを基本とし、当該地区計画の方針を

実現するうえで必要な道路幅員６メートル以上の道路を配置する。なお、整備済の

道路についても、将来にわたり道路用地として確保するため、地区整備計画に位置

付けるものとする。

イ 公園等 区域面積の３パーセント以上の公園等を地区整備計画に位置付けるもの

とする。ただし、既存工業団地については、この限りでない。

ウ その他の公共空地 放流先河川の流下能力に応じ、雨水貯留施設（調整池）を地

区整備計画に位置付けるものとする。

⑵ 既存集落環境保全型

ア 道路 既存の道路又は通路の拡幅によることを基本とし、道路幅員６メートル以

上の道路を配置することが望ましい。なお、整備済の道路についても、将来にわた

り道路用地として確保するため、地区整備計画に位置付けることができる。

イ 公園等 地区計画の区域が既存の公園等の誘致圏内に無い場合は、公園等を地区

整備計画に位置付けることが望ましい。

⑶ ＩＣ周辺土地利用誘導型

ア 道路 既存の道路又は通路の拡幅によることを基本とし、道路幅員６メートル以

上の道路を配置することが望ましい。なお、整備済の道路についても、将来にわた

り道路用地として確保するため、地区整備計画に位置付けることができる。

イ 公園等 地区計画の区域が既存の公園等の誘致圏内に無い場合は、公園等を地区

整備計画に位置付けることが望ましい。

⑷ 住宅団地環境保全型

ア 道路 既存の道路又は通路の拡幅によることを基本とし、道路幅員６メートル以

上の道路を配置することが望ましい。なお、整備済の道路についても、将来にわた

り道路用地として確保するため、地区整備計画に位置付けることができる。

イ 公園等 地区計画の区域が既存の公園等の誘致圏内に無い場合は、公園等を地区

整備計画に位置付けることが望ましい。

（建築物等に関する事項を定める基準）



第１２条 建築物等に関する事項については、当該地区の特性に応じて、次に掲げる事項

を定めるものとする。

⑴ 産業地開発型

ア 建築物等の用途の制限 建築物については、別表（へ）項に掲げる建築物のうち、

地区の特性に応じたものを定める。

イ 建築物の容積率の最高限度 １０分の２０以下で適切な数値を定める。

ウ 建築物の建蔽率の最高限度 １０分の６以下で適切な数値を定める。

エ 建築物の敷地面積の最低限度 ６００平方メートル以上で適切な数値を定める。

オ 壁面の位置 区域内の道路の状況や敷地の規模などに応じて適切な数値を定める。

カ 建築物等の高さの最高限度 ３１メートル以下で適切な数値を定める。

キ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 周辺の自然環境等との調和及び良好

なまちなみ景観の形成が図られるよう定める。

ク 建築物の緑化率の最低限度及びかき、さくの構造の制限 周辺の自然環境等との調

和及び良好なまちなみ景観の形成に加え、災害時における安全性の確保が図られるよ

う定める。

⑵ 既存集落環境保全型

ア 建築物等の用途の制限 建築物については、別表（は）項又は（に）項に掲げる建

築物のうち、地区の特性に応じたものを定める。

イ 建築物の容積率の最高限度 現況の数値を上限とし適切な数値を定める。

ウ 建築物の建蔽率の最高限度 現況の数値を上限とし適切な数値を定める。

エ 建築物の敷地面積の最低限度 １６５平方メートル以上で適切な数値を定める。

オ 壁面の位置 区域内の道路の状況や敷地の規模などに応じて適切な数値を定める。

カ 建築物等の高さの最高限度 ２０メートル以下で適切な数値を定める。

キ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 周辺の自然環境等との調和及び良好

なまちなみ景観の形成が図られるよう定める。

ク 建築物の緑化率の最低限度及びかき、さくの構造の制限 周辺の自然環境等との調

和及び良好なまちなみ景観の形成に加え、災害時における安全性の確保が図られるよ

う定める。

⑶ ＩＣ周辺土地利用誘導型

ア 建築物等の用途の制限 建築物については、別表（い）項又は（に）項若しくは

（ほ）項に掲げる建築物のうち、地区の特性に応じたものを定める。



イ 建築物の容積率の最高限度 想定する用途が第一種低層住居専用地域及び第二種中

高層住居専用地域である場合は１０分の１０以下、工業地域である場合は１０分の

２０以下で適切な数値を定める。

ウ 建築物の建蔽率の最高限度 想定する用途が第一種低層住居専用地域である場合は

１０分の５以下、第二種中高層住居専用地域及び工業地域である場合は１０分の６以

下で適切な数値を定める。

エ 建築物の敷地面積の最低限度 想定する用途が第一種低層住居専用地域及び第二種

中高層住居専用地域である場合は１６５平方メートル以上、工業地域である場合は２

００平方メートル以上で適切な数値を定める。

オ 壁面の位置 区域内の道路の状況や敷地の規模などに応じて適切な数値を定める。

カ 建築物等の高さの最高限度 想定する用途が第一種低層住居専用地域である場合は

１０メートル以下、第二種中高層住居専用地域である場合は２０メートル以下、工業

地域である場合は３１メートル以下で適切な数値を定める。

キ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 周辺の自然環境等との調和及び良好

なまちなみ景観の形成が図られるよう定める。

ク 建築物の緑化率の最低限度及びかき、さくの構造の制限 周辺の自然環境等との調

和及び良好なまちなみ景観の形成に加え、災害時における安全性の確保が図られるよ

う定める。

⑷ 住宅団地環境保全型

ア 建築物等の用途の制限 建築物については、別表（ろ）項に掲げる建築物のうち、

地区の特性に応じたものを定める。

イ 建築物の容積率の最高限度 １０分の１０以下で適切な数値を定める。

ウ 建築物の建蔽率の最高限度 １０分の５以下で適切な数値を定める。

エ 建築物の敷地面積の最低限度 １６５平方メートル以上で適切な数値を定める。

オ 壁面の位置 区域内の道路の状況や敷地の規模などに応じて適切な数値を定める。

カ 建築物等の高さの最高限度 １０メートル以下で適切な数値を定める。

キ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 周辺の自然環境等との調和及び良好

なまちなみ景観の形成が図られるよう定める。

ク 建築物の緑化率の最低限度及びかき、さくの構造の制限 周辺の自然環境等との調

和及び良好なまちなみ景観の形成に加え、災害時における安全性の確保が図られるよ

う定める。



（土地の利用に関する事項を定める基準）

第１３条 区域内に現存する草地や水辺、街道の並木、樹木、生け垣などのうち、地区の

良好な環境を確保する上で、これらを保全することが必要である場合に定めるものとす

る。

（既存の建築物に対する制限の緩和）

第１４条 第１２条の規定に基づく地区計画の規定の適用の際現に存する建築物若しくは

その敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれ

らの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当

該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、

適用しない。

２ 前項の規定により地区計画の規定の適用を受けない建築物について、増築又は改築を

する場合、地区計画に定めた建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度及び建築物等の

高さの最高限度の制限の規定は、適用しない。

（都市計画決定の手続）

第１５条 地区計画の都市計画決定の手続は、この運用基準に特別の定めがある場合を除

き、富士市都市計画提案制度手続要綱（平成２５年富士市告示第１５３号）による。

（住民の合意形成）

第１６条 地区計画を定めることにより当該区域内の土地利用について一定の制限が課せ

られるため、地区計画の素案の作成に当たっては、検討の段階から土地所有者等及び区

域周辺の住民等の参加の機会を設け、その意見の反映に努めるものとする。

（関係機関との協議）

第１７条 地区計画の素案の作成者は、地区計画の素案の作成までに、当該素案の内容に

ついて、開発指導担当部局、道路、公園、排水先河川その他の公共施設の管理者及び農

林関係機関と事前協議を行うものとする。

２ 地区計画の素案の作成者は、前項に掲げる事前協議のほか、地区計画の素案の内容に

ついて、関係機関との協議及び調整を密に行い、その内容の充実に努めるものとする。

（指導又は助言）

第１８条 市長は、必要があると認めるときは、地区計画の素案の作成について指導し、

又は助言することができる。

（条例による制限の適用）

第１９条 市は、地区計画の内容として定められた建築物の敷地、構造、建築設備又は用



途に関する事項について、原則として、建築基準法第６８条の２第１項の規定に基づく

条例により制限を行うものとする。

（委任）

第２０条 この運用基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この運用基準は、令和元年９月９日から施行する。

別 表（第１２条関係）
想定する用途 建てられる建築物

（い）
第一種低層住
居専用地域

⑴ 住宅
⑵ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ね
るもののうち建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３
８号。以下「政令」という。）第１３０条の３で定める
もの
⑶ 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を
除く。）
⑷ 図書館、公会堂その他これらに類するもの
⑸ 巡査派出所、一定規模以下の郵便局その他これらに類
する政令第１３０条の４で定める公益上必要な施設
⑹ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
⑺ 診療所、保育所
⑻ 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類
するもの 

（ろ）
第二種低層住
居専用地域

⑴ 住宅
⑵ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ね
るもののうち政令第１３０条の３で定めるもの
⑶ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの
のうち政令第１３０条の５の２で定めるものでその用途
に供する部分の床面積の合計が３００方メートル以内で
２階以下のもの
⑷ 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を
除く。）
⑸ 図書館、公会堂その他これらに類するもの
⑹ 巡査派出所、一定規模以下の郵便局その他これらに類
する政令第１３０条の４で定める公益上必要な施設
⑺ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
⑻ 診療所、保育所
⑼ 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類
するもの 

（は）
第一種中高層
住居専用地域

⑴ 住宅
⑵ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
⑶ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ね
るもののうち政令第１３０条の３で定めるもの
⑷ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの
のうち政令第１３０条の５の３で定めるもので、その用
途に供する部分の床面積の合計が５００平方メートル以
内で２階以下のもの
⑸ 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を
除く。）
⑹ 図書館、公会堂その他これらに類するもの



⑺ 巡査派出所、一定規模以下の郵便局その他これらに類
する政令第１３０条の４で定める公益上必要な施設
⑻ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
⑼ 診療所、保育所
⑽ 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類
するもの 

（に）
第二種中高層
住居専用地域

⑴ 住宅
⑵ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
⑶ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ね
るもののうち政令第１３０条の３で定めるもの
⑷ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの
のうち政令第１３０条の５の３で定めるもので、その用
途に供する部分の床面積の合計が１，５００平方メート
ル以内で２階以下のもの
⑸ 建築基準法別表第２(は)項及び(に)項第１号から第７号に
掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その
用途に供する部分の床面積が１，５００平方メートル以
内で２階以下のもの
⑹ 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を
除く。）
⑺ 図書館、公会堂その他これらに類するもの
⑻ 巡査派出所、一定規模以下の郵便局その他これらに類
する政令第１３０条の４で定める公益上必要な施設
⑼ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
⑽ 診療所、保育所
⑾ 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類
するもの 

（ほ） 工業地域

⑴ 地区計画区域内で生産、製造された物品を扱う２階以
下の物品販売店舗で、その用途に供する部分の床面積の
合計が５００平方メートル以内のもの 
⑵ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの
のうち政令第１３０条の５の３で定めるもので、その用
途に供する部分の床面積の合計が５００平方メートルを
超え１，５００平方メートル以内で２階以下のもの
⑶ 建築基準法別表第２(は)項及び(に)項第１号から第７号に
掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その
用途に供する部分の床面積が１，５００平方メートル以
内で２階以下のもの
⑷ 図書館、公会堂その他これらに類するもの
⑸ 巡査派出所、一定規模以下の郵便局その他これらに類
する政令第１３０条の４で定める公益上必要な施設
⑹ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
⑺ 診療所、保育所
⑻ 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類
するもの
⑼ 富士市企業立地促進条例（平成３０年富士市条例第２
５号）第２条第１号の事業所
⑽ ⑼の建築物に付属するもの

（へ） 工業専用地域

⑴ 地区計画区域内で生産、製造された物品を扱う２階以
下の物品販売店舗で、その用途に供する部分の床面積の
合計が５００平方メートル以内のもの 
⑵ 建築基準法別表第２(は)項及び(に)項第１号から第７号に
掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その
用途に供する部分の床面積が１，５００平方メートル以



内のもの
⑶ 診療所、保育所
⑷ 富士市企業立地促進条例第２条第１号の事業所
⑸ ⑷の建築物に付属するもの 


